
日
本
民
法
典
論
争
の

祉
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

目

次

て
は
し
が
き

一
一
、
白
木
民
法
典
編
纂
の
推
移

一
一
一
、
日
太
民
法
奥
論
争
の
端
初
と
、
そ
の
経
過
(
以
上
第
五
集
第
一
号
)

四
、
日
本
民
法
典
論
簿
一
め
社
会
・
経
済
的
某
礎
(
第
五
位
位
第
一
一
号
)

五
、
日
本
民
投
奥
論
争
の
意
義
(
以
下
本
号
)

六
、
む
す
び

五

日
本
民
法
典
論
争
の
意
義

(三)

宮

i
 
l
 

，，，， 

澄

乙
の
『
日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
』
で
、
わ
れ
わ
れ
が
蘭
項
ま
で
に
研
究
を
も
仏
し
て
き
た
こ
と
は
、
次
の
点

日
本
民
法
典
論
争
の
枇
会
・
経
演
的
基
礎
に
つ
い
て

主

ゴL



日
本
民
法
政
(
論
母
の
赴
会
・
経
済
的
禁
礎
に
り
い
て

/、。

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
や
第
一
に
、

一
八
七

O
年
(
明
治
一
一
一
年
)
か
ら
一
八
九

O
竿
(
明
治
ニ
一
一
一
年

に
か
け
て
の
、
一
一

O
年
の
歳
月

を
経
て
制
定
・
公
布
さ
れ
た
、
日
本
民
法
典

m
旧
民
法
典
U

の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
民
法
典
論
争
が
花

K
L
〈
展
開
し
た
こ
と
、
そ

し
て
、
日
本
民
法
典
論
争
の
歴
史
的
端
初
と
な
っ
た
、

意
見
」
の
、
公
表
以
後
め
経
過
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
五
、
日
本
民
法
典
論
争
は
、
具
体
的
に
は
、
対
立
す
る
こ
つ
の
学
派
、
す
た

一
八
八
九
年
(
明
治
二
二
年
)
の
法
学
士
会
の
『
法
典
編
纂
ニ
一
関
ス
ル
法
学
士
会
戸

フ
ラ
ン
ス
法
学
派
と
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
む
よ
ぴ
ド
イ
ツ
学
旅
と
の
、
法
理
的
意
見
の
対
立
と
し
展
開
し
て
い
る
と
去
、
そ
し
て
論

争
そ
の
も
の
が
、
相
対
立
す
る
、
性
理
上
の
見
解
の
発
去
に
よ
る
、
論
争
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
、
歴
史
的
事
実
に
た
い
て
把
え
る

わ
ち
、

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
民
法
典
施
行
意
見
、

つ
ま
り
『
民
法
典
実
施
断
行
論
』
に
立
り
、
フ
ラ
ン
ス
学
振
の
人
々
が
、
明
治
注

律
学
校
関
係
者
を
中
心
と
す
る
、
法
治
協
会
の
機
関
誌
『
法
治
協
会
雑
誌
』
長
ょ
が
和
仏
法
律
学
校
間
部
者
を
中
心
と
す
る
、
明
法
会
の

機
関
誌
『
明
治
誌
叢
」
、
そ
の
後
身
た
る
『
詰
政
誌
叢
」
、

抗
し
て
、
民
法
典
延
期
意
見
、
つ
ま
り
、

「
法
律
雑
誌
』
等
の
誌
上
で
、
民
法
典
実
施
断
行
論
文
を
発
表
し
、
こ
れ
に
対

『
民
法
典
実
施
延
期
論
』
に
立
。
、
イ
ギ
り
ス
法
学
派
た
よ
ぴ
下
イ
ツ
法
学
派
の
人
々
が
、
実

古
利
法
学
校
の
捜
同
誌
「
法
理
精
華
』
会
よ
び
、
そ
の
後
身
で
あ
る
来
京
法
学
校
ハ
中
央
大
時
十
前
身
)
の
機
関
誌
『
法
学
一
新
報
」
等
め
誌
上

で
、
民
法
典
実
施
延
期
論
の
諸
論
文
主
、
発
表
し
た
と
と
で
も
理
解
出
来
た
。
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
叫
午
派
兵
」
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
長
工
び
ド

イ
ツ
法
学
派
と
の
、
法
理
的
見
解
の
対
立
一
・
抗
争
と
い
う
形
式
段
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
理
的
基
礎
の
相
還
に
よ
っ
て
、
導
か
れ
る
こ
と
を

義
の
立
場
に
立
ち
、

ブ
ラ
シ
ス
自
然
法
に
立
十
脚
ナ
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主

『
法
典
実
施
延
期
論
』
に
立
つ
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
は
、
半
封
建
的
自
由
主
義
に
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
法
学
派
は
、
眠
凶
史

法
学
説
に
立
脚
ず
る
、
絶
対
主
義
に
立
っ
て
い
る
と
と
を
、
理
解
す
る
と
と
が
で
き
売
。
第
四
に
、
と
の
こ
と
か
ら
し
て
、
日
本
民
法
典

『
法
典
実
抽
断
行
論
』
に
立
つ
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
は
、

理
解
し
た
c

す
な
わ
ち
、

論
争
そ
の
も
の
は
、

R
f
k
a
民
法
典
論
争
の
具
体
的
に
展
開
す
る
に
到
り
た
、
歴
史
的
週
明
恒
の
一
基
礎
を
な
し
℃
い
る
、
社
会
・
経
済
的
諸
問



係
と
の
結
び
付
き
に
於
て
、
説
H
C
く
対
立
・
抗
争
す
る
こ
つ
の
墜
派
と
い
う
形
式
を
と
ヲ
℃
は
い
る
が
、
実
は
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の

途
上
に
た
け
る
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
と
、
半
封
建
的
自
由
主
義
む
よ
び
絶
対
主
義
官
僚
主
義
と
の
、
政
治
的
対
立
・
抗
争
で
あ
る
と

と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
直
接
的
に
は
、
絶
対
主
義
の
確
立
の
過
程
と
し
て
の
、
自
由
民
権
運
動
の
分
解
過
程
に
於
て
、
鋭
ど
〈
対
立
し
た
1

階
級
的
利
害
主
、
具
体
的
友
法
制
度
と
し
て
白
、
日
本
民
法
典
上
に
反
映
さ
せ
ヱ
う
と
す
る
、
理
論
的
代
表
者
に
よ
る
論
争
形
式
を
と
っ

て
い

Z
こ
と
、
の
足
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
ろ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
と
歩
け
て
き
た
、
日
本
民
法
典
編
纂
の
具
体
的
に
恋
さ
れ
た
一
一
十
年
に
わ
た
る
、
社
会
的
・
政
治
的
・
経

済
的
変
移
が
、
そ
の
主
に
費
き
上
げ
ら
れ
る
、
法
律
的
意
識
一
般
の
推
移
に
、
如
何
に
作
用
し
た
か
を
理
解
し
て
置
き
た
い
。
な
ぜ
友
ら

ば
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
た
、
日
本
民
法
典
論
争
の
現
象
。
表
面
に
訟
と
る
過
理
で
の
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
耐
の
思
想
的
基
礎
と
た

フ
ラ
ン
ス
法
的
自
然
法
説
明
」
あ
旬
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
で
あ
づ
た
c

そ
し
て
、
そ
の
眠
り
に
沿
い
て
は
、
明
治

つ
で
い
る
も
の
は
、

維
新
を
遂
行
し
た
諸
階
級
の
、
普
遍
的
思
惟
乞
殺
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
ヲ
℃
、
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
派

と
、
日
し
得
る
人
々
の
階
層
に
は
、
ブ
ル
ク
ョ
ア
ジ
1
、
下
級
士
族
、
労
働
者
、
農
民
等
々
が
あ
り
、
雑
多
友
思
想
的
代
表
者
が
合
ま
れ

て
い
た
。
と
の
こ
と
は
、
明
治
維
新
遂
行
の
当
時
に
お
け
る
、
諸
階
層
の
間
に
、
す
で
に
ヨ

l
n
y
パ
の
法
律
思
想
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
法
律
思
想
を
通
じ
て
、
人
々
は
社
会
変
革
の
遂
行
の
妥
当
性
を
意
識
し
、
同
時
に
ま
た
社
会
変
革
後
の
新
ら
し
い
在
会
の
在
り
方
を

も
構
想
す
る
ま
で
に
、
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
示
ず
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に

L
て
ヨ

l
n
v

パ
.
の
法
律
思
想
が
、
人
々
を
把
え

る
と
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か

G

明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
西
洋
文
化
の
怒
濯
の
如
き
消
入
が
、
可
能
で
あ
っ
た
地
盤
は
、
す
で
に
幕
末
期
に
於
て
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

日
本
民
法
典
論
争
の
赴
会
・
経
持
倒
的
基
礎
に
つ
い
て

_，_ ，、



宮
本
民
法
典
論
争
の
社
設
・
経
路
的
基
礎
に
つ
い
て

....._ 
ノ、

と
い
い
う
る
。
す
た
わ
ち
、
徳
川
幕
府
は
審
書
取
調
所
を
設
置
し
、
そ
と
で
洋
学
に
関
す
る
研
究
を
な
さ
し
め
、
同
時
に
、
民
閣
の
洋
学

研
究
に
づ
い
て
の
、
取
締
り

J

を
な

L
て
い
た
。
し
か
も
、
幕
末
に
た
け
る
増
大
し
た
複
雑
危
外
交
交
渉
の
担
当
者
と
し
て
の
幕
府
は
、
ヨ

T
R
Y
-
A

の
事
情
、
文
化
、
法
律
制
度
、
条
約
等
々
に
つ
い
て
の
研
究
を
嬰
急
事
と
す
る
に
至
り
た
。
こ
の
客
観
的
情
勢
に
即
応
し
て
、

蕃
金
一
間
取
調
所
は
西
洋
の
社
会
科
学
一
般
の
、
研
究
を
な
す
と
い
ろ
重
要
な
課
題
を
担
う
と
と
と
去
っ
た
。
と
の
著
書
取
調
所
段
、
そ
の
後

洋
書
詞
所
と
改
め
ら
れ
、
間
同
局
錦
之
丞
が
頭
取
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
下
に
西
問
、
津
図
書
宍
道
、
市
川
者
宮
、
加
藤
弘
之
等
が
、
政
治
に
関

。，“

す
る
書
籍
の
醗
訳
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
し
て
後
に
開
成
所
と
な
夕
、
克
に
は
東
京
大
学
と
な
っ
た
が
、
明
治
初
期
の
洋
学
者
と
し
て
活

躍
し
た
c

多
く
の
人
K

は
、
と
の
蕃
書
取
調
所
の
教
授
、
教
授
手
伝
、
鶴
訳
方
で
あ
り

J

、
前
記
の
者
の
外
に
、
福
地
調
一
郎
、
神
田
孝
平
、

外
山
正
一
等
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
旬
。

笠

作

秋

坪

、

柳

河

春

ご

一

、

そ

し

て

、

こ

れ

ら

の

教

授

、

教

授

手

伝

、

醗

訳

方

に

必

上
り
て
、
ョ

1

ロ
ォ
パ
の
法
律
学
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し
て
や
が
て
日
本
に
た
け
あ
法
律
学
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
ア
た
の
で
あ
る
。

す
た
わ
ち
、
西
問
、
津
田
実
道
は
一
八
ム
ハ
三
年
(
文
久
一
一
一
年
)
オ
ラ
ン
グ
に
留
学
し
た

Q

そ
し
て
、

福
沢
論
吉
、

V

イ
デ
シ
大
学
の
教
授
シ
モ
ン
・
フ
ィ

セ
リ
ン
グ

{2BCD-
己回
g
ユ
ロ
岡
)
の
法
律
学
講
義
1
1
ト
を
、
清
書
・
鶴
訳
す
る
と
と
に
よ
ヲ
て
、
・
津
回
貫
通
は
『
秦
西
国
世
論
』
を
一

八
ム
ハ
ム
ハ
年
(
慶
熔
ニ
年
)
に
開
成
所
か
ら
発
行
し
、
続
い
て
、
西
周
は
「
万
国
一
公
法
」
の
邦
訳
を
一
八
六
八
年
(
拐
治
一
瓦
年
)
に
会
刊
し
た
c

ま
た
箕
作
麟
祥
は
一
八
六
七
年
(
慶
嬢
一
一
二
平
)

フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、

一
八
六
九
年
(
明
治
ニ
年
)
に
は
、
明
治
政
府
の
融
訳
御
用
掛
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
法
律
学
の
翻
訳
に
従
事
し
た
。
ま
た
、
神
間
孝
平
は
『
和
蘭
政
典
』
を
始
め
、
主
人
書
か
ら
『
英
国
会
法
釈
義
』
、
『
英
政
如
何
』

『
英
国
刑
典
」
、

『
英
国
議
事
院
談
』
な
ど
の
、
融
釈
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

と
う

L
J」
、
明
治
維
新
へ
の
思
想
的
礎
を
与
え
た
と
と
る
の
、
ブ
ル
ジ
胃
ア
自
由
、
王
義
に
基
く
、
フ
一
フ
シ
ス
法
的
自
然
法
に
よ
り
て
、

次
第
に
日
本
の
法
律
学
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
。
従
っ
て
、
か
か
る
日
本
の
法
律
学
の
下
で
は
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
を
可
能
な
ら
し
め



る
制
度
的
役
割
を
担
当
す
る
も
の
と
し
て
、
-
日
本
法
律
制
度
一
般
の
、
特
に
、
資
本
主
義
的
生
産
諸
関
係
の
、
資
本
主
義
的
生
産
公
よ
び

再
生
産
に
つ
い
て
の
規
律
で
あ
る
、
日
本
民
法
典
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
的
自
然
法
の
思
想
が
、
強
く
主
張
さ
れ
た
と
と
は
当

黙
の
こ
と
で
る
ワ
た
。
そ
の
場
合
、
西
周
や
津
田
真
道
等
に
よ
っ
て
、
広
く
紹
介
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

で
知
ら
れ
て
い
る
自
然
法
思
想
に
よ
づ
て
、
日
本
民
法
典
を
編
纂
し
て
行
く
こ
と
が
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
、
も
っ
と
も
役
立
つ
法

律
制
度
的
表
現
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
明
治
政
府
の
企
図
し
つ
つ
あ
る
日
本
の
法
律
制
度
そ
の
も
の
が
、
ま

『
自
然
法
』
や
『
性
法
学
』
の
名

た
日
本
民
法
典
が
、
ど
の
よ
う
な
形
式
と
内
容
を
備
え
る
か
に
つ
い
て
、
明
治
維
新
を
迎
え
た
ば
か
り
の
人
K

の
眼
に
、
プ
ル
ク
ョ
ア
民

法
典
で
る
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
V

オ
ン
法
典

n
c
c含
丘
三
日
)
が
、
最
も
強
く
映
歩
る
ζ

と
も
、
ま
た
当
然
の
と
と
で
あ
ヮ
た
。
だ
が
、

日
本
資
本
主
義
そ
の
も
め
の
発
展
過
程
は
、
日
本
伐
歴
史
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ー
条
件
歩
け
ら
れ
る
も
わ
で
あ
る
か
ら
、
明
治

維
新
直
後
の
人
々
わ
単
に
抽
象
的
に
把
え
た
、
新
ら
し
い
法
律
制
度
も
、
実
は
、
具
体
的
た
社
会
・
経
済
的
基
礎
と
の
結
び
付
き
に
於
て

は
、
日
本
資
本
主
義
む
発
展
過
程
に
む
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
的
剥
誌
の
相
遣
に
よ
り
て
、
会
め
や
か
ら
異
づ
た
形
式
と
内
容
に
な
い

て
、
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ヮ
た
の
で
あ
る
。

3) 2) 1)き

河
合
後
次
郎
明
治
思
恕
史
の
一
一
断
片
1
1
1
金
井
廷
を
中
心
止
し
て
四

O
!四
一
一
貝
円
日
本
一
評
論
舵

米
山
梅
吉
幕
末
西
洋
文
化
と
沼
津
兵
学
校
一
三
ニ
一
具
〔
一
一
一
省
堂
一
九
一
一
一
五
年
一

O
月〕

永
田
広
志
日
本
哲
学
思
想
史
三
O
六

l
一ニ
O
七
頁
〔
昭
森
一
肱
一
九
三
ヘ
年
四
月
〕

一
九
四
一
年
四
月
〕

で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
b
れ
は
当
時
の
日
本
に
移
入
さ
れ
つ
つ
あ

7

り
た
、

ヨ

1
ロ
y

パ
の
思
想
一
般
が
、
如
何
に
諾
階
層
に
理
解
さ
れ
、

把
え
ら
れ
て
行
り
た
か
を
概
観
し
て
置
き
た
い
。

日
本
民
法
典
論
骨
、
の
枇
会
・
経
済
酌
基
礎
に
つ
い
て

ムノ、



日
本
民
法
品
世
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

六
回

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
ヨ

1

ロ
ァ
パ
の
思
想
は
、
そ
れ
自
体
封
建
主
義
的
思
想
に
対
抗
し
、
新
ら
L
い
日
本
の
資
本
主
義
的

発
展
を
可
能
に
す
る
た
め
の
、
新
ら
し
い
社
会
の
建
設
の
た
め
の
啓
蒙
的
思
想
と
し
て
、
人
々
の
心
を
把
え
て
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
き

や
第
一
に
、
農
民
か
ら
の
貢
租
に
財
政
的
基
礎
を
置
く
、
幕
府
た
よ
び
諾
侯
の
可
殻
誌
求
に
対
し
て
、
も
は
や
忍
耐
の
飽
和
点
に
達
し
、

反
封
建
的
闘
争
訟
展
開
し
、
徳
川
封
建
制
度
の
打
破
と
、
幕
府
治
主
び
諾
藩
の
封
建
的
諸
機
構
を
取
り
除
く
と
と
を
痛
感
し
て
い
た
農
民

を
把
え
た
。
幕
末
期
に
治
げ
る
百
姓
}
擁
・
う
ち
と
わ
し
は
、
次
第
に
全
国
的
様
想
を
も
つ
に
至
。
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
た
し

か
に
自
然
発
生
的
な
も
の
で
る
り
た
と
は
い
え
、
い
ま
や
、
そ
れ
ら
は
農
村
か
ら
農
村
へ
、
更
に
は
ま
た
都
市
へ
と
波
及
し
て
行
り
た
。

そ
し
て
、
百
姓
一
揖
そ
む
も
の
は
、
封
建
領
主
や
代
官
へ
の
反
抗
企
及
、
夕
、
商
業
H
高
利
貸
資
本
に
対
ず
る
う
ち
こ
わ
し
主
伴
っ
て
行

っ
た
。
こ
う
し
て
、
と
れ
ら
の
百
姓
)
調
・
う
ち
と
わ
し
の
主
体
は
、
中
農
・
貧
農
・
都
市
勤
労
者
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し

て
、
そ
の
反
封
建
的
政
治
意
識
は
萌
芽
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
農
村
長
よ
ぴ
都
市
勤
労
者
自
か
ら
の
、
意
思
と
階
級
的
利
益
を
代
表

す
w
O
革
命
的
勢
力
と
し
て
、
結
集
す
る
ま
で
に
は
た
ち
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
な
た
、
そ
と
に
は
農
民
的
農
業
J

卒
命
を
指
向
す
る
と
と

ろ
の
、
農
民
戦
争
的
段
階
の
前
夜
的
様
想
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
だ
る
う
。
し
か
し
、
農
村
な
よ
ぴ
都
市
勤
労
者
自
か
ら
が
、

小
プ
ル
タ
ョ
ア
の
指
導
を
つ
か
み
、
そ
れ
を
先
頭
と
す
る
政
治
的
闘
争
に
ま
で
に
、
農
民
一
擁
訟
よ
び
う
ち
ζ

わ
し
を
高
め
て
行
く
と
い

d
A
W
 

ぅ
、
意
識
と
手
段
を
も
た
、
な
か
っ
た
点
で
、
組
織
的
統
一
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
友
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
農
村
ゐ
よ
ぴ
都
市
勤
労
者
の

勢
力
が
、
幕
府
倒
壊
の
決
定
的
な
要
素
と
た
づ
た
と
い
う
、
客
観
的
情
勢
と
佼
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
、
ザ
定
し
得
注
い
だ
ろ
う
。
従
ワ

て
、
明
治
維
新
後
続
発
し
た
明
治
初
期
の
百
姓
一
揖
が
、
明
ら
か
に
小
作
人
・
貧
農
・
半
プ
ロ
レ
夕
刊
ノ
ア
1
ト
の
指
導
権
に
よ
ヮ
て
、
富

w
b
 

農
・
宮
商
へ
と
、
そ
の
攻
撃
の
鉾
先
を
向
け
て
行
く
と
い
う
転
化
を
、
な
し
と
げ
得
た
の
で
あ
る
?

第
二
に
、
幕
末
に
ゐ
け
る
商
業
資
本
の
発
達
に
よ
っ
て
、
商
業
H
高
利
貸
資
本
は
、
幕
府
、
諾
侯
、
武
士
む
よ
び
農
民
に
対
し
て
、
経



済
的
勢
力
を
増
大
す
る
こ
と
に
友
っ
た
。
と
う
し
た
経
済
的
勢
力
の
増
大
を
背
景
と
し
て
、
商
業

1
局
利
貸
資
本
は
、
封
建
制
度
そ
の
も

の
の
打
破
を
、
自
己
の
利
益
の
増
大
の
た
め
に
必
要
と
し
た

G

と
ろ
い
う
風
に
、
従
来
の
封
建
的
諸
制
度
の
基
礎
を
注
し
た
、
士
・
農

ι

工
・
商
の
封
建
的
身
分
的
構
成
の
撤
廃
を
、
何
よ
り
も
強
く
要
求
し
て
い
た
商
業
H
高
利
貸
資
本
家
を
把
え
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
商
品
H
貨
幣
経
済
の
発
展
に
よ
ワ
て
、
日
h
A

無
産
者
化
し
つ
つ
あ
ヲ
た
下
級
武
士
は
、
封
建
的
支
配
機
構
の
内
部
に
る
っ

て
、
上
級
の
者
と
の
対
立
関
係
を
激
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
零
落
し
行
く
、
こ
れ
ら
の
下
級
武
士
は
、
自
己
の
現
実
的
生
活
を
基

盤
と
し
て
、
新
ら

L
い
ヨ

1
ロ
グ
パ
の
思
想
を
、
反
封
建
的
闘
争
の
武
器
と

L
て
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た

G

こ
う
し
て
、
商
業
資

本
、
高
利
貸
資
本
、
地
主
、
農
民
む
よ
び
窮
乏
し
無
産
者
化
し
た
封
建
的
家
臣
団
の
人
々
の
心
を
把
え
た
も
の
は
、
ま
さ
に
一
八
六

0
年

代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
で
あ
担
、
そ
れ
は
や
が
て
、
封
建
主
義
を
打
破
し
、
資
本
主
義
的
生
産
主
可
能
た
ら
し
め
る
、
新
ら
し
い
社
会

へ
の
思
想
的
基
礎
と
な
ヲ
た
の
で
あ
る
e

一
八
六
八
年
(
明
治
元
年
)
四
月
の
、
明
治
維
新
を
遂
行
し
た
政
治
的
実
践
者
と
し
℃
の
、
下
級
士
族
会
よ
ぴ
公
卿
の
革
新
的
政
治
要
綱

と
も
い
い
う
る
『
政
体
書
』
に
表
現
さ
れ
た
政
権
の
形
態
は
、
列
藩
同
盟
的
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
徳
川
封
建
制
か
ら
絶
対
主
義
へ
と

急
速
に
転
化
し
ろ
る
、
過
渡
的
形
態
を
も
っ
た
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
政
治
権
力
は
封
建
的
諸
勢
力
の
内
部
的
諸
勢
力
。
内
部

的
対
立
・
抗
争
の
均
衡
の
上
に
成
立
す
ち
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
新
制
度
と
し
て
、
明
治
政
府
が
ヨ

1
ロ
?
パ
の
新
ら
し
い
思
想
に
導

か
れ
つ
つ
採
用
し
た
、
一
二
権
分
立
、
議
会
制
度
、
官
吏
公
選
等
は
、
や
が
て
絶
対
主
義
の
確
立
過
程
に
於
て
、
天
皇
制
官
僚
の
創
立
に
巧

み
に
利
用
さ
れ
て
い
く
と
と
と
も
仏
っ
た
。

廃
藩
置
県
の
完
了
に
上
っ
て
、
ブ
ル
タ
ョ
ア
的
中
央
集
権
国
家
と
し
て
の
、
法
形
式
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
た
、
明
治
政
府
の
首
脳

者
の
意
識
に
は
、

い
ま
ま
で
の
よ
う
に
、
蕗
・
長
・
土
の
=
一
藩
連
合
な
い
し
蕗
・
長
・
土
・
肥
の
四
藩
連
合
と
い
う
、
諸
雄
審
の
権
威
に
、

日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

六
五



日
本
民
法
典
論
宇
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

政
治
的
権
力
の
基
礎
を
依
存
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
次
第
に
表
面
か
ら
遠
の
い
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
代
ヲ
て
明
治
政
府
の

六
六

政
治
的
権
力
の
基
礎
が
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
沿
い
て
、
絶
対
主
義
の
確
立
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
階
層
を
掴
む
か
と
い
う
と
と

か
、
意
識
さ
れ
て
く
る
。
明
治
政
府
の
採
づ
た
開
明
的
諸
政
策
は
、
下
級
士
族
の
聞
に
な
た
根
強
く
残
存
し
て
い
た
、
封
建
的
諾
特
権
に

対
す
る
反
動
勢
カ
の
反
政
府
的
運
動
を
抑
え
、
同
時
に
旧
藩
勢
力
の
手
か
ら
白
か
ら
を
守
ろ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

と
の
こ
と
は
明
治
政
府
が
、
地
主
む
よ
び
富
農
に
対
し
て
行
ー
な
わ
れ
た
、
一
貴
小
長
・
半
プ
口
レ
ク
リ
ア
を
基
本
と
す
る
激
烈
友
運
動
と

し
て
担
え
ら
れ
る
、

一
八
六
七
年
(
佐
藤
一
一
一
年
)
か
ら
一
八
六
九
年
(
明
治
一
一
年

に
か
け
て
の
、
農
民
一
揖
・
世
直
し
に
対
し
て
は
、

。

ね
に
地
主
治
よ
び
富
農
隠
屈
の
味
方
と
し
て
行
動
し
た
こ
と
で
も
理
解
で
き
る
。
と
と
に
封
建
的
土
地
所
有
関
係
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
『
回

畑
永
代
亮
ア
禁
止
』
す
る
徳
川
旧
制
を
廃
止
し
、
そ
れ
を
近
代
的
土
地
所
有
同
係
に
転
化
し
、
白
血
友
土
地
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
資
本
主
義
的
生
産
を
可
能
危
ら
し
め
る
前
提
主
導
入
し
た
の
で
あ
る
ο

と
の
近
代
的
土
地
所
有
関
探
の
法
制
度
的
承
認
は
、
廃
器

置
県
後
の
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
一
一
月
一
五
日
、
太
政
官
布
告
第
五

O
号
の
『
地
所
永
代
売
買
ノ
儀
従
来
禁
制
ノ
処
自
今
回
民
共
売
買

設
所
持
候
儀
披
差
許
候
事
』
会
主
び
同
年
二
月
二
四
日
大
蔵
省
達
第
二
五
号
の
、

『
今
般
地
所
永
代
売
買
被
差
許
候
一
一
付
今
後
売
足
並
譲

渡
ノ
分
地
券
方
別
紘
ノ
通
可
相
心
得
事
』
に
よ
る
が
、
そ
れ
へ
わ
明
ら
か
た
方
向
は
、

一
八
六
八
年
(
明
治
元
年

一
一
-
月
一
八
日
の
太
政

宮
布
告
『
問
販
地
及
寺
社
地
等
の
除
地
左
除
く
の
弁
、
凡
そ
村
監
に
属
す
る
土
地
は
総
℃
百
姓
の
所
有
と
為
す
、
も
し
百
姓
に
非
る
も
の
村

里
に
属
す
る
土
地
を
購
買
せ
ん
と
慾
せ
ば
、
必
ら
や
代
人
を
誌
け
て
村
里
一
般
の
課
伎
を
承
弁
す
べ
〈
、
又
市
街
の
土
地
を
購
有
ぜ
ん
と

au 

慾
せ
ば
、
亦
代
人
を
設
け
市
街
一
般
の
課
伎
を
承
帝
押
す
べ

L
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
名
。
と
の
と
と
に
よ
り
て
最
大
の
利
益
を
享
受
す
る

も
の
は
地
主
層
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
治
政
府
が
、
地
主
な
い

L
上
原
農
民
を
確
実
一
に
掌
握
す
る
ζ

と
に
よ
り
、
彼
等
を
通
じ
て
、

防

4

生
産
人
ロ
の
基
本
的
大
衆
た
る
農
民
主
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
明
治
政
府
の
政
策
で
あ
っ
た
@
そ
し
て
、
と
れ
ら
の
地
主
主
が
よ
び
寓
農
麿



は
多
く
の
場
合
、
商
業
E
高
利
貸
資
本
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
ヮ
て
、
明
治
政
府
の
諸
政
策
の
一
つ
で
あ
る
商
工
業
の
奨
励
も
、
地
主

沿
よ
び
富
農
層
を
、
政
府
に
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
ヲ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
明
治
政
府
は
と
れ
ら
の
地
、
玉
、
富
農
ゐ
よ
び
商
業

日
高
利
貸
資
本
主
支
柱
と
し
、
中
間
層
な
い
し
下
級
士
放
の
進
歩
的
分
子
を
、
自
己
の
陣
営
強
化
の
た
め
の
、
人
材
の
供
給
源
と
す
る
こ
と

に
よ
り
て
、
次
第
に
国
家
的
統
一
・
中
央
集
権
化
を
な
し
て
い
ヮ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
開
明
的
諸
政
策
の
本
質
ば
、

い
か
な
る
意
味
で
も
、
絶
対
、
王
議
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
政
権
化
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
背
骨
創
権
力
の
あ
ら
た
な
正
力
む
下
に
強
行
さ
れ

る
、
絶
対
主
義
の
貫
徹
以
外
の
何
物
で
も
な
か
づ
加
。

だ
か
ら
、
明
治
維
新
を
可
能
な
ら
し
め
た
一
つ
の
階
層
と
し
て
の
、
下
級
士
族
は
明
治
絶
対
主
義
の
確
立
と
共
に
、
明
治
絶
対
主
義
の

支
柱
た
る
官
僚
を
形
成
七
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
る
財
閥
と
同
盟
し
、
労
働
者
・
農
民
・
プ
ロ
レ
グ
リ
ア

1
ト
に
対
抗
す
る
と
と
と
な
り
、

そ
れ
ら
の
者
は
、
絶
対
主
義
の
思
想
的
基
礎
を
た
す
、
歴
史
法
学
に
も
と
4
7
く
ド
イ
ツ
法
学
へ
と
、
急
速
に
転
化
し
、
移
行
し
て
行
ワ
た

の
で
あ
る
c

そ
し
て
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
白
己
の
経
済
的
基
礎
の
確
立
し
て
行
く
こ
と
に
応
じ
て
、
農
民
み
お
よ
び
努
働
者
か
ら
の
、
剰

余
労
働
力
を
汲
み
取
る
た
め
に
、
半
封
建
的
自
由
主
義
の
イ
ギ

H
ス
法
学
を
、
喜
び
迎
え
る
に
至
っ
た
。
と
ろ
し
て
、
自
由
民
権
運
動
を

通
じ
て
成
長
し
た
、
労
働
者
・
農
民
の
息
惣
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
、

フ
ラ
ン
ス
法
学
派
に
、
ィ
ギ

P
ス
法
学
派
た
よ
び
ド
イ
ツ
法

学
派
が
、
烈
じ
く
対
立
す
る
に
歪
ヲ
た
の
で
あ
る
。

7) 6) 5)引き

遠
山
茂
樹
明
治
維
新
一
へ
一

l
一
へ
一
一
頁
〔
去
波
書
底
一
九
五
一
年
二
月
〕

井
上
涜
開
閉
給
維
新
(
日
本
揚
代
兵
第
一
谷
)
一
一
一
二
五
一
良
〔
東
京
大
学
出
版
会
一
九
五
一
年
一

O
乃〕

大
減
省
沿
革
志
租
税
寮

井
上
清
明
治
継
親
(
日
本
現
代
史
第
一
巻
)

三
一
千
i
-
一
三
一
四
頁

日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
治
的
業
礎
に
つ
い
て

/、
七



日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
議
礎
に
つ
い
て

六
入

8) 

遠
山
茂
樹

明
治
維
新

ニ
七
ヘ
頁

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
知
識
を
紹
介
し
、
啓
蒙
的
役
割
を
果
し
た
も
の
と

L
て
、
注
目
ナ
ペ
き
も
の
に
、
『
明
六
社
』
が
る
る
。
す
友
わ
ち
、

明
治
維
新
前
か
ら
の
、
先
覚
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
洋
学
移
入
を
友

L
つ
つ
あ
ワ
た
、
板
谷
案
、
杉
享
二
、
箕
作
秋
坪
、
加
藤
弘
之

西
周
、
神
同
孝
平
、
柏
原
孝
章
、
森
有
札
、
西
村
茂
樹
、
田
中
不
二
麿
、
津
間
真
道
、
清
水
卯
三
郎
、
中
村
宜
直
、
津
田
仙
、
福
沢
諭
吉

箕
作
麟
祥
等
が
、

一
八
七
一
二
年
(
明
治
六
年
)

に
結
社
し
、
翌
一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
)
一
二
月
か
ら
、

一
八
七
五
年
(
明
治
へ
年
)
六
月
の

治
よ
び
「
新
聞
祇
条
例
』
(
太
政
官
布
告
第
一
一
一
号
)
に
よ
っ
て
、
言
論
治
一
よ
び
思
想
の
自
由
が

抑
圧
さ
れ
、
廃
刊
す
る
ま
で
の
問
、
そ
の
機
関
誌
と
し
て
「
明
六
雑
誌
』
四
三
号
を
刊
行
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
啓
蒙
的
役
割
は
顕
著
で

あ
っ
た
と
い
い
う
却
。
し
か
し
ー
と
れ
ら
の
明
六
社
的
イ
デ
オ
官

1
グ
達
は
、
理
論
の
範
囲
内
で
は
、
た
し
か
に
一
広
首
尾
一
貫
し
た
自

由
主
義
思
想
を
唱
導
し
た
が
、
そ
の
実
践
的
態
度
や
、
直
接
の
政
治
的
見
解
に
た
い
て
は
、
種
健
的
で
あ
ワ
た
。
そ
れ
は
、
彼
等
の
大
多

数
が
官
学
的
な
御
用
学
者
で
る
ヲ
た
た
め
で
あ
る
ロ
『
真
政
大
意
」
(
明
治
一
一
年
)
や
、
特
に
「
団
体
新
論
』
(
明
治
七
年
)
で
か
な
り
激
烈

友
調
子
で
、
従
来
の
政
治
的
理
論
を
批
判
し
、
政
治
的
自
由
主
義
を
主
躍
し
た
、
加
藤
弘
芝
に
し
℃
も
、
そ
の
主
張
は
寧
ら
理
論
の
範
囲

に
止
ま
る
の
で
あ
り
、
明
治
一

0
年
代
に
展
開
す
る
に
至
っ
た

0
4

自
由
民
権
運
動
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
反
対
し
た
こ
と
で
も
解
る
で

あ
ろ
う
。
彼
等
の
と
う
い
う
階
級
的
本
質
は
、
板
垣
遼
助
や
副
島
種
臣
等
の
『
民
選
議
院
設
立
建
白
書
」
に
対
す
る
N

加
藤
弘
之
、
森
有

『
講
評
律
』
(
太
政
官
布
告
第
一
一

O
号
)

礼
、
西
閥
、
神
田
孝
平
、
津
田
真
道
、
限
努
案
。
批
判
の
中
で
、
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
c

た
と
え
ば
津
田
真
道
が
『
自
今
ノ
所
謂

開
化
者
流
自
由
ノ
理
ヲ
知
一
ア
ズ
シ
ア
自
由
ヲ
想
像
シ
法
律
経
諦
ノ
学
ヲ
講
究
セ
ズ
シ
テ
漫
ニ
仏
律
英
法
米
政
等
ヲ
論
ジ
共
茜
シ
長
引
-
ニ
金

F

一
ア
ハ
仏
蘭
四
民
派
ノ
翻
訳
ヲ
採
リ
一
ア
直
ニ
我
大
日
本
帝
国
ノ
民
法
ヲ
割
立
セ
ン
ト
ス
」
る
こ
と
を
誤
謬
と
し
℃
斥
け
、
ま
た
、
神
岡
孝
平



が
.
民
選
議
院
の
設
立
の
時
は
必
然
に
〈
る
の
だ
が
『
其
時
節
ハ
決
さ
ア
喜
フ
可
キ
時
節
-
一
非
ル
ナ

H
』
と
い
っ
て
い
る
と
と
で
も
理
解

同
制

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
『
明
六
社
』
の
会
員
の
、
実
践
的
態
度
会
よ
び
政
治
的
見
解
に
も
か
か
わ
ら
歩
、
学
問
上
で

は
、
一
八
七
一
年
に
至
る
ま
で
の
、
ョ

1
ロ
y

パ
の
支
配
的
思
想
で
あ
っ
た
自
由
主
義
思
想
で
あ
り
、
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
で

あ
ワ
た
と
い
う
と
と
は
で
き
る
。
で
る
る
か
ら
、
明
治
絶
対
主
義
が
次
第
に
確
立
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、
と
れ
ら
の
自
由
主
義
的
ブ
ル
タ

ョ
ア
科
学
そ
の
も
の
が
、
漸
次
に
、
或
い
は
急
速
に
、
反
動
化
し
て
い
く
と
・
と
と
友
?
た
の
で
あ
る
。

a
a
'
 

か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
ヨ

1
ロ
ァ
パ
の
思
想
、
殊
に
近
代
的
法
律
学
を
通
じ
て
、
次
第
に
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
法
律
思
想
は
、
明
治

維
新
後
の
日
本
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
於
て
、
具
体
的
危
階
級
的
基
礎
に
立
っ
て
受
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
的
治

自
由
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
的
功
利
主
義
、
進
歩
的
思
想
と
保
守
的
反
動
思
想
と
の
相
対
立
す
る
、
社
会
的
思
想
の
二
大
潮
流
と
そ
、
彼
等
の

階
級
的
利
益
の
相
違
と
深
く
結
時
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
従
ヲ
て
、
日
本
民
法
典
編
纂
の
進
行
過
程
で
一
不
さ
れ
、
や
が
て
は
日
本
民
法
典

論
争
と
し
て
爆
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
学
派
的
対
立
・
抗
争
は
、
最
後
に
は
学
派
的
対
立
・
抗
争
と
い
う
よ
そ
た
い
と
形
式
を
な
げ
う

ハ
副
司

ち
、
脱
皮
し
、
政
治
的
抗
争
と
い
ろ
、
露
骨
反
形
式
に
ま
で
発
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

門
註
]

0
3
 

14) 13)幼11)10) 

明
治
文
化
会
集
第
一
へ
巻
雑
誌
篇
四
頁
〔
日
本
評
論
経

明
治
文
化
会
集
第
一
へ
巻
雑
誌
篇
一
ニ

O
貰

明
治
文
化
会
集
第
‘
一
へ
巻
雑
誌
篇
一
四
九
頁

永
田
広
志
日
本
唯
物
論
史
(
永
岡
広
志
選
集
V
)
丸
一
頁
〔
白
揚
鮭
一
九
四
凡
年
一
月
〕

山
下
徳
治
敦
化
由
民
(
日
本
費
本
主
義
発
達
史
講
座
)
一
七

l
l
一
へ
頁
〔
岩
波
書
一
信
一
九
三
二
年
一
一
月
〕
・

中
川
善
之
助
ー
私
法
泉
(
現
代
日
本
文
明
史
第
五
巻
)
五
二
|
|
五
三
頁
〔
東
洋
経
済
新
報
鮭
一
九
四
一
一
一
年
五
月
]

一
九
二
へ
年
一
一
一
月
〕

日
本
民
法
典
論
争
の
一
社
会
・
経
済
的
議
礎
に
つ
い
て

r、
九



日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
演
的
議
礎
に
つ
い
て

明
治
維
新
以
後
の
、
日
本
法
律
学
、
殊
に
日
本
の
民
法
学
は
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
相
応
し
て
、

七。フ
ラ
ン
ス
法
、
イ
ギ
リ
ス

法
た
よ
び
ド
イ
ツ
法
に
よ
ワ
て
、
多
く
の
影
響
を
受
け
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
民
法
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
学
派
的
支
柱
に
支
え

ら
れ
、
次
第
に
樹
立
さ
れ
て
行
っ
た
。
で
る
る
か
ら
、
日
本
民
法
典
論
争
を
、
た
だ
現
象
の
上
で
把
え
て
行
く
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
が
フ

ラ
ン
ス
法
学
派
と
イ
ギ
ワ
ス
法
学
派
、
た
よ
び
こ
れ
と
同
盟
を
結
ぶ
ド
イ
ツ
法
学
派
と
の
、
学
派
的
対
立
・
抗
争
で
あ
る
と
し
て
、
理
解

さ
れ
る
と
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
現
象
的
た
学
派
的
対
立
・
抗
争
そ
の
も
の
が
、
日
本
資
本
主
義
発
展
の
特

殊
的
性
格
訟
よ
び
そ
の
発
展
の
歴
史
的
段
階
に
根
ざ
し
て
い
る
と
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
法
学
派
の

立
っ
て
い
る
法
思
想
的
基
礎
を
、
明
ら
か
に
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
法
学
派
の
法
律
思
想
的
基
礎
は
、

フ
ラ
ン
ス
的
自
然
法
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
的
自
然
法
思
想
ζ

そ
、
プ

ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
の
支
柱
と
与
っ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
徳
川
封
建
主
義
打
簡
と
い
う
政
治
的
表
現
に
よ
っ
て
、
実
現
し

え
た
明
治
維
新
の
、
推
進
力
と
な
っ
た
諸
階
層
に
、
根
強
く
貫
ぬ
か
れ
得
た
の
で
あ
り
、
明
治
維
新
直
後
の
明
治
政
府
も
、
自
己
が
絶
対

主
義
を
確
立
す
る
ま
で
は
、
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
の
政
治
的
権
力
を
、
無
視
す
る
と
と
は
で
'
き
な
か
ヲ
た
。
明
治
政
府
は
こ
の
妥

協
的
立
場
に
よ
っ
て
、
立
法
な
よ
び
法
律
学
の
中
核
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
者
の
直
接
的
指
導
を
な
す
、
司
法
省
法
学
校
を
創
設
し

フ
ラ
ン
ス
法
学
派
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
行
く
と
と
と
な
ワ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
日
本

た
。
そ
し
て
、
そ
と
を
中
心
と
し
て
、

民
法
典
の
編
纂
も
、
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
の
人
々
の
手
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
プ
ル
タ
ョ
ア
自
由
主
義
的
左
近
代
市
民
法
、
と
し

て
の
、
日
本
民
法
典
編
纂
が
企
図
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
司
法
省
法
学
校
は
、
法
律
の
専
門
的
知
識
と
、
法
律
の
制
定
た
よ
び
そ
れ
の
具
体
的
な
運
用
を
担
当
す
る
、
人
羽
の
養
成

一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)
司
法

を
目
的
と
す
る
、
法
律
学
の
教
育
機
関
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
楠
田
英
疋
の
建
言
に
よ
っ
て
友
さ
れ
た
、



内司

省
内
に
創
設
さ
れ
た
「
明
、
法
寮
」
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翌
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
七
月
に
段
、
法
学
生
徒
を
公
募
す
る
に

に
は
、

一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
に
廃
止
さ
れ
て
、
司
法
省
法
学
校
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
法
律
学
担
当
教
授

フ
ラ
ン
ス
法
卒
者
が
迎
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
直
接
的
指
導
の
下
に
、

フ
ラ
ン
ス
法
律
学
の
教
授
が
友
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

民
主
っ
た
。

ζ

の
『
明
法
寮
』
は
、

一
八
七

四
年
(
明
治
七
年
)
に
は
、
日
本
民
法
典
の
編
纂
に
犬
き
な
役
割
を
な
し
た
、
パ
リ
1
法
科
大
学
教
授
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
(
凶
O
同協
O

自
己
目
)
が
、

明
治
政
府
に
よ
っ
て
招
耐
押
さ
れ
、
司
法
省
顧
門
と
な
り
、
司
法
省
学
校
で
自
然
法
を
講
義
し
、
プ
ス
ケ
(
目
。
口
忠
告
め
ご
と
共
に
フ
ラ
ン
ス

法
学
を
設
え
た
の
で
あ
担
c

こ
う
し
て
、
明
治
政
府
の
法
律
的
基
礎
は
、
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
法
的
教
養
む
持
主
で
あ
る
~
司
法
省
法
学

授
の
卒
業
生
に
工
っ
て
、
固
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
。
た
わ
け
で
あ
る
。
司
法
省
法
学
校
で
、

ブ
ラ
シ
ス
法
律
学
の
教
育
一
一
次
受
け
た
人

々
に
は
、
倉
富
勇
三
郎
、
井
上
玉
一
、
磯
部
四
郎
、
木
下
広
次
、
高
木
豊
一
一
一
、
梅
謙
次
郎
、
富
谷
弘
太
郎
、
熊
野
敏
一
二
、
、
松
室
致
、
粟
塚

省
吾
、
古
賀
際
造
、
光
妙
寺
一
二
郎
、
末
広
厳
石
、
田
部
芳
、
岸
本
君
雄
、

品川る
。
こ
の
司
法
省
法
学
校
は
一
八
八
四
年
(
明
治
一
七
年
)
に
-
な
っ
て
、
，
文
部
省
に
移
管
さ
れ
る
と
と
と
な
り
、

改
め
ら
れ
る
こ
と
と
友
っ
た
が
、

宮
城
造
蔵
、
亀
山
卓
蔵
、

黒
川
誠
一
郎
、

飯
田
・
宏
作
等
が
あ

一
時
『
東
京
法
学
校
』
に

一
八
八
五
年
(
明
治
一
八
年
)
九
月
に
な
る
と
、

「
東
京
大
学
』
の
法
学
部
に
併
合
さ
れ
、
そ
の
ご
科
と

な
っ
た
。
そ

L
て、

一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
)
一
一
一
月
に
、
帝
国
大
学
令
の
公
布
に
よ
ワ
て
、
帝
国
犬
学
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
に
『
実
吉
、

『
明
法
寮
』
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
教
授
は
、
と
の
帝
国

利
法
学
科
』
と
『
仏
蘭
西
法
学
科
』
と
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

大
学
の
吋
仏
蘭
西
法
学
科
』
で
な
さ
れ
る
と
と
と
た
っ
た
の
で
あ
る
c

そ
し
て
、
翌
-
八
八
七
年
(
到
治
二
O
年
)
に
は
、
実
法
科
、
仏
法

同
町

科
の
外
に
独
法
科
が
聾
か
れ
た
c

フ
ラ
ン
ス
法
学
は
、

こ
の
司
訟
省
法
学
校
だ
け
で
は
な
か
づ
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
省
法
学
校
を
卒
業
し
た
者
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
学
の

普
及
の
た
め
、
私
立
の
法
学
校
を
、
た
と
え
ば
、
明
治
法
律
学
校
(
乙
れ
は
後
に
明
治
大
学
主
な
づ
た
)

ゃ
、
東
京
法
学
校
(
こ
れ
は
後
に
狗

日
本
民
法
典
論
学
の
社
会
・
経
路
的
基
礎
に
つ
い
て

七



日
本
民
絵
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
義
艇
に
つ
い
て

七

偽
法
律
学
校
と
な
り
、
法
政
大
学
と
な
っ
た
)
を
経
営
し
、
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
教
授
を
‘
な
し
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
的
自
然
浩
思
想
を
通
じ
て
、

一
九
世
記
に
ゐ
け
る
資
本
主

義
社
会
の
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
を
身
に
つ
け
る
に
至
っ
た
の
ぜ
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
K

は
法
学
界
や
法
曹
界
で
活
躍
し

た
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
日
本
民
法
典
論
争
に
九
掛
け
る
、

て
い
た
の
で
あ
り
、
日
本
民
法
典
の
一
輝
行
を
巡
っ
て
展
開
す
る
と
と
に
な
っ
た
論
争
に
会
い
て
唱
、

司
法
典
実
婚
断
行
論
」
の
人
々
の
本
拠
ム
」
な
ヮ
た
も
の
使
、
明
治
法
律
準
校
長

『
法
典
実
施
断
行
論
』
の
主
強
者
と

よ
び
和
仏
法
律
学
校
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
和
仏
法
律
学
校
の
校
友
は
『
明
法
会
』
を
結
成
し
、

一
八
丸
一
年
(
明
治
一
一
問
一
年
)
七
月
に

『
法
治
協
会
』
が
結
成
さ
れ
た
。
と
め
『
法
治
協
会
』
の
役
員
に
は
、
今
村
信
行
、
宮
誠
治
蔵
、

岸
本
辰
雄
、
大
井
出
忠
太
郎
、
磯
部
四
郎
、
箕
作
麟
祥
、
本
間
誠
一
郎
、
大
木
一
奇
任
、
各
村
泰
蔵
等
が
あ
る
c

そ
し
て
、

は
明
治
法
律
学
捗
の
校
友
に
よ
っ
て
、

一
八
九
一
年

明

治
ニ
四
年
)
七
月
二
一
日
に
は
、
機
関
紙
『
法
治
協
会
雑
誌
』
の
創
刊
号
を
発
行
し
、
そ
の
冒
頭
に
、

『
発
行
の
辞
左
共
に
、
法
治
協
会
の

主
義
、
綱
領
を
明
ら
か
に
す
」
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
(
前
略
)
:
;
:
素
ト
本
会
ノ
抱
持
ス
ル
一
大
主
義
ト
ハ
法
治
是
ナ
リ
此
一

大
主
義
品
基
キ
批
一
大
主
義
ヲ
奉
シ
一
ア
将
ニ
運
動
ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
亦
宜
シ
ク
其
方
針
ヲ
一
部
ス
所
ノ
綱
領
ナ
カ
ル
サ
ル
ヘ
カ
一
フ

ズ
其
綱
領
ト
ハ
一
法
典
ノ
実
施
ヲ
速
カ
ナ
一
フ
シ
ム
ル
事
一
法
典
ヲ
シ
テ
国
家
ノ
進
運
一
一
伴
随
セ
シ
ム
ル
事
発
ナ

F
自
今
本
会
ハ
其
主
義
ニ

蓑
キ
其
綱
領
ニ
挺
リ
満
腔
ノ
熱
血
ヲ
吐
キ
畢
世
ノ
力
ア
奮
ツ
テ
悶
家
ノ
為
メ
国
民
ノ
為
メ
将
ニ
大
ニ
運
動
ヲ
為
サ
ン
:
:
:
(
後
略
)
』
と
す
る

と
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
『
法
治
協
会
』
に
結
集
し
た
人
々
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
の

法
思
想
的
持
主
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
自
然
法
に
よ
っ
て
、
初
め
て
半
封
建

的
慣
習
を
打
破
す
る
と
と
が
で
き
、
そ
と
に
近
代
市
民
社
会
を
、
招
来
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
。
そ
し
て
、
近
代
市
民
社
会
に
訟
け

る
法
律
関
係
を
、
資
本
主
義
社
会
(
の
発
展
に
役
立
し
め
る
た
め
の
民
法
典
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
典
と
し
て
の
、
内
容
と
形
式
と
を
も
た
な



け
れ
ば
た
ら
や
、
そ
の
た
め
に
ほ
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ

ν
オ
ン
法
典
ハ

E
P
丘
三
日
〉
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
グ
ョ
ア
的
法
典
を
編
纂
し
、
封
建

的
慣
習
法
な
い
し
封
建
的
諸
法
制
の
廃
止
を
注
す
と
と
が
、
急
諮
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
る
る
。
と
う
し
て
、

そ
の
主
張
と
な
っ
て
〈
る
。

『
法
典
実
施
断
行
論
』
が

さ
て
、
徳
川
幕
府
の
洋
書
癖
訳
研
究
の
機
関
で
あ
ワ
た
蕃
書
取
調
所
は
、
東
京
開
成
学
校
と
な
り
、
そ
れ
ほ
ま
た
、
来
京
大
学
と
改
称

さ
れ
て
行
っ
た
。
東
京
開
成
学
校
以
来
東
京
大
学
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
が
講
義
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
東
京
大
学
法
学
部
の
串
業
生

で
あ
る
、
イ
ギ
リ
ス
治
学
派
に
属
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
私
立
学
授
を
経
営
し
、
ま
た
は
教
授
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
思
想
を
普
及
し
て
い

中
央
大
学
で
あ
る
〉

た
。
た
と
え
ば
、
岡
山
兼
吉
、
山
田
喜
之
助
等
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
の
教
授
の
た
め
、
実
士
口
利
法
学
校
ハ
こ
れ
は
後
の
東
京
法
学
院
現
在
の

一
八
八
二
年
(
明
治
一
五
年
)
一

O
月
創
立
の
、
東
京
専
門
学

を
創
設
し
た
。
ま
た
、
岡
山
兼
吉
、
山
田
喜
之
助
は
、

校
(
こ
れ
は
早
紹
回
大
学
の
前
身
で
あ
る
)
に
於
て
、
講
義
を
た
し
て
い
た
。
と
の
東
京
専
門
学
校
時
曲
、
大
限
の
母
校
で
あ
る
左
い
ろ
理
由
で
、

仏
師

媒
反
人
養
成
一
助
で
あ
る
と
回
し
、
と
れ
を
毘
迫
を
加
え
、
学
生
の
入
学
す
る
と
と
を
も
防
害
し
た
の
で
あ
る
。
と
戸
為
ノ

L
て
、
イ
ギ
リ
ス
法

学
は
オ
ー
ス
チ
ン
の
控
学
説
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
る
り
、
現
行
法
主
義
で
あ
り
、

一
九
世
担
の
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
た
け
る
、
白

然
法
思
想
と
は
対
立
す
る
法
思
想
で
あ
り
、
半
封
建
的
自
由
主
義
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
は
、
明
治
政
府
の
絶
対
主
義
の

法
制
度
的
基
礎
と
し
て
、
日
本
の
固
有
の
慣
習
法

l
i
そ
れ
は
封
建
的
士
族
の
旧
慣
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
1

主
制
度
化
し
よ
う

と
す
る
、
企
図
に
合
致
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
主
義
に
立
ち
、
鹿
島
法
学
説
に
基
礎
を
置
〈
、
半
封
建
的
官
僚

州叫

主
義
の
ド
イ
ツ
法
学
と
同
盟
し
、
明
治
絶
対
主
義
の
法
思
想
的
基
礎
を
、
興
え
る
と
と
が
可
能
と
た
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
む
け
る
資
本
主
義
的
後
進
国
ド
イ
ツ
が
、

一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)
に
、

フ
ラ
シ
ス
を
敗
っ
た
と
と
は
、
先
進
資
本
主

義
諸
国
に
対
す
る
後
進
性
を
と
り
-
も
ど
し
、
資
本
主
義
国
と
し
て
独
立
的
存
在
を
か
ち
と
ろ
う
と
、
専
心
し
℃
い
た
日
本
に
と
っ
て
、
注

日
本
民
法
的
問
論
争
の
註
会
・
経
済
的
茶
艇
に
つ
い
て

七



日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

七
日

目
に
値
ず
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

一
八
七
一
一
一
年
(
明
治
六
年
)
一
二
月
岩
倉
具
視
が
、
ド
イ
ツ
を
訪
問
し
、
ピ
ス
マ
ル
ク
か
ら
、
新
興
資
本
主

義
国
の
未
来
に
つ
い
て
、
多
く
の
忠
告
を
受
け
た
と
と
は
、
明
治
政
府
を
し
て
ド
イ
ツ
に
注
目
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
ヲ
た
。
殊
に
、
当
時

の
思
潮
一
般
が
、
フ
一
フ
シ
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
と
う
し
た
思
想
に
対
抗
し
、
明
治
政
府
の
鞠
対
主
義
的
官
僚
制
を

樹
立
す
悼
の
た
め
に
は
、

E
う
L
℃
も
ド
イ
ツ
の
法
制
か
ら
求
め
る
こ
と
の
必
要
を
感
巴
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)

犬
問
問
重
信
が
下
野
し
て
か
ら
は
、
反
英
・
、
反
大
隈
と
い
う
と
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
へ
向
わ
し
め
た
。
ド
イ
ツ
法
学
に
つ
い
て
は
、
既
に
、

リ
l
の
『
国
法
汎
論
』
(
明
治
五
年
)
、
ピ

1
グ
マ
ン
の
『
各
国
立
憲
政
体
起
立
史
』
(
明
治
八
年
)
の
融
閉
が
、
加
藤
弘
之
に

プ
ル
ン
チ
ユ

よ
っ
て
な
さ
れ
、
ま
た
村
田
保
e

山
脇
玄
共
著
の
「
独
逸
法
律
書
』
九
券
が
、
内
務
省
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

一
八
七
八
年

ハ
明
治
一
一
日
中
)
か
ら
一
八
九
一
二
年
(
現
治
ニ
六
年
)
ま
で
、
ド
イ
ツ
法
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・

R

Z

ス
レ
ル
(
出
2
8
2
3
2日
常
)
は
、
明
治
政
府
の

法
律
顧
問
と
し
て
、
日
本
商
法
典
、
O
起F
草
に
従
事
し
た
。
ロ
且
ス
V

ル
は
ボ
ア
ゾ
ナ
l
ド
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
で
る
る
。
と
の
よ
う

に
し
て
、
明
治
政
府
は
、
そ
の
絶
対
主
義
へ
の
過
程
に
於
て
、
次
第
に
ド
イ
ツ
法
的
傾
向
を
濃
厚
に
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

九
年
{
明
治
二
二
年
)
の
明
治
憲
法
発
布
に
よ
っ
て
、
明
治
絶
対
主
義
の
確
立
し
た
と
と
は
、
明
治
政
府
の
ド
イ
ツ
法
的
傾
向
に
拍
車
を

一
八
八

か
け
し
め
た
の
で
あ
る
。
海
江
田
信
義
の
『
須
多
国
民
講
義
』

(
努
治
二
二
年
)
は
多
く
読
ま
れ
、
東
京
大
学
か
ら
ド
イ
ツ
ヘ
留
学
す
る
も

の
多
く
、
大
場
貞
長
は
殴
治
学
主
、
穂
積
八
束
は
寵
法
学
を
、
ド
イ
ツ
か
ら
輸
入
す
お
等
、
東
京
大
学
は
ド
イ
ツ
法
学
の
中
心
と
託
つ
も
た

鋤

の
で
あ
る
。
民
法
学
に
於
て
は
、
歴
史
法
学
の
法
律
思
想
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
%
よ
る
日
本
の
民
法
典
が
、
旧
来
の
慣
習
法
主
少
し

も
顧
慮
し
℃
い
な
い
と
い
う
点
で
、
非
難
を
生
み
だ
す
こ
と
と
な
ワ
た
。

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
学
か
ら
イ
ギ
リ
ス
法
学
へ
、
更
に
は
ド
イ
ツ
法
学
へ
の
、
日
木
の
法
律
学
の
変
転
ば
、
明
治
政
府
の
フ
ラ
ン
ス

民
法
に
よ
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
の
臼
本
民
法
典
の
編
纂
を
巡
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
の
東
京
大
学
の
、
卒
業
生
か
ら
な
る
法
学



士
会
の
「
法
典
編
纂
一
一
関
ス
ル
法
学
士
会
ノ
意
見
」
に
よ
っ
て
、
半
封
建
的
自
由
主
義
、
更
に
は
絶
対
主
義
的
官
僚
主
義
の
、
日
本
民
法

典
の
一
編
纂
を
、
可
能
に
す
る
こ
と
と
も
仏
ヲ
た
。
そ
し
て
明
治
政
府
が
、
絶
対
主
義
の
道
を
押
し
進
め
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
イ
ギ
リ
ス
法
学
派

た
よ
び
ド
イ
ツ
法
学
派
の
勝
利
の
約
束
が
、
明
白
と
な
る
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
。

〔註〕羽
仁
井
田
袋
太
郎
・
穂
積
議
遠
・
宇
野
義
太
郎
・
仁
井
田
博
士
に
民
法
腕
、
鮪
纂
事
情
を
聴
〈
路
殺
会

本
評
論
一
位
一
九
三
九
年
七
月
〕

刑
制
山
ぷ
凶
新
日
本
民
法
史
一
七
五
支
〔
同
文
品
開
一
九
二
へ
年
九
尽
〕

め
星
野
遁
日
本
氏
訟
典
論
争
史
四
一
一
良
〔
日
本
評
論
佐
一
九
問
問
年
六
月
v

紛
仁
井
同
博
士
に
民
法
典
編
纂
一
事
情
を
聴
く
座
談
会
一
一
同
頁
(
前
掲
)

川
削
岩
田
新
日
本
民
法
史
一
九
O
一良

時
寺
尾
一
冗
再
出
早
稲
田
大
学
法
科
の
遁
表
お
上
び
現
在

刑
判
河
合
楽
治
郎
明
治
思
想
史
の
一
断
片
一
五
六
頁

法
律
時
報
第
一
(
U
念
七
号
)
一
四
百
A

〔日

五
へ
頁

〔
平
総
回
治
学
第
一
一
一
一
巻
創
立
五
O
周
年
記
念
品
加
文
集

一
九
三
三
年
五
月
〕

そ
れ
で
は
、
何
故
に
日
本
の
法
学
が
、
明
治
維
新
の
後
に
、

フ
ラ
ン
ス
法
学
か
ら
イ
ギ
リ
ス
法
学
へ
、
そ
れ
は
ま
た
ド
イ
ツ
法
学
へ
と

変
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
民
法
典
論
争
の
意
義
を
解
明
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
鍵
と
怠
る
c

す
で
に
、
わ
れ
わ

れ
が
日
本
民
法
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
盤
で
論
及
し
た
上
う
に
、
明
治
政
府
の
採
っ
た
財
政
整
理
の
た
め
の
、
不
換
祇
幣
の
発
行
に
上

旬
。
ィ
ン
フ

V
1
シ
ョ
ン
政
策
と
、
西
南
戦
争
に
よ
る
巨
額
の
国
庫
支
出
に
よ
っ
て
、
西
南
戦
争
か
ら
一
八
八

O
年
(
明
治
一
三
年
)
ま
で
の

米
価
急
騰
の
時
期
に
沿
い
て
、
地
主
だ
け
で
な
く
、
中
間
定
層
を
も
含
め
て
、
急
激
な
上
向
が
生
じ
た
。
こ
の
中
農
層
の
拾
頭
を
中
核
と
し

て
、
地
主
か
ら
貧
農
・
小
作
人
ま
で
か
}
包
含
す
る
、
全
農
民
層
の
統
一
戦
線
が
、
地
相
軽
減
と
い
う
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
結
成
す

日
木
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

七
五

量



日
本
民
社
い
典
読
手
の
社
会
・
控
訴
的
議
礎
に
つ
い
て

七
六

る
と
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
、
次
第
に
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
つ
つ
あ
っ
た
、
士
放
、
退
職
官
吏
、
都
市
商
工
業
者
、
更
に
は
勤
労
者

を
も
、
そ
れ
に
統
一
し
、
ど
こ
に
会
人
民
の
参
政
要
求
と
な
っ
て
、
盛
り
上
ワ
て
行
っ
た
。
と
の
と
と
は
、
一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
)
の

「
民
選
議
院
設
立
建
白
書
」
を
発
端
と
す
る
、
国
会
開
設
請
願
運
動
と
し
て
展
開
し
、
白
由
民
権
運
動
の
政
治
的
要
求
と
な
り
、
更
に
そ

れ
を
↑
層
発
展
さ
せ
、

一
八
八
，
一
年
(
明
治
一
四
年
)
の
自
由
党
の
結
成
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
由
民
権
揮
動
が
会
人
民
的
基
礎
の
上

に
、
全
人
民
的
意
義
を
も
っ
政
治
的
運
動
と
し
て
盛
り
上
マ
た
の
は
、
会
さ
に
ζ

の
時
期
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
と
の
自
由
民
権
運

動
は
、
政
治
的
に
云
え
ば
、
反
政
府
的
抗
争
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
的
基
礎
や
け
は
、
幕
末
以
来
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
進
歩
的
た

人
々
の
間
に
侵
透
し
て
い
た
、
フ
ラ
ン
ス
的
自
由
主
義
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
民
権
運

動
の
上
向
・
成
長
の
時
期
に
は
、
反
政
府
的
抗
争
'
と
し
て
の
意
義
を
も
ち
、
統
一
さ
れ
て
は
い
た
が
、
其
体
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解

し
得
た
よ
う
に
、
種
々
の
異
っ
た
階
層
的
基
盤
に
立
ワ
グ
ル
ー
プ
か
ら
成
立
し
て
い
た
。
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
友
階
級
構
成
と
い
う
点

か
ら
い
え
ば
、
後
に
本
来
的
自
由
民
権
運
動
か
ら
離
脱
し
、
分
化
し
て
行
く
、
大
プ
ル
タ
ョ
ア
ジ

1
、
そ
し
て
、
そ
の
階
級
的
基
盤
の
上

相
叫

ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
た
地
方
豪
挨
・
地
主
、
そ
し
て
そ
れ
を
主
要
勢
力
と
し
て
結

で
、
そ
の
階
級
酌
利
益
を
代
表
す
る
と
こ
ろ
の
改
進
党
、

成
し
た
自
由
党
、
た
よ
び
貧
農
、
小
作
入
、
労
働
者
を
基
礎
と
し
、
後
に
は
本
来
的
自
由
民
権
運
動
と
し
て
上
昇
L
、
地
主
、
資
本
家
、

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
裏
切
り
と
、
明
治
政
府
の
苛
烈
な
警
察
政
治
に
よ
っ
て
、
弾
圧
さ
れ
、
葬
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
一
一
一
つ
の
階
菰
構
成
を
も

っ
て
い
た
と
、
考
え
る
と
と
が
で
を
る
で
る
ろ
う
。
そ
し
で
、
と
の
う
ち
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
明
治
政
府
の
殖
産
興
業
に
よ
っ
て
、

保
護
育
成
さ
れ
つ
つ
成
長
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
商
業
日
高
利
貸
資
本
の
自
生
的
成
長
に
よ
る
も
の
で
わ
た
か
ヲ
た
c

だ
か
ら
、
自
己

の
階
層
的
利
益
た
主
躍
し
、
自
己
の
政
治
的
権
力
を
樹
立
す
る
運
動
を
展
開
す
る
と
と
は
、
独
力
で
は
な
し
得
な
か
っ
た
c

で
あ
る
か
ら

自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
つ
ワ
も
、
明
治
政
府
に
対
す
る
徹
底
的
反
対
派
と
し
て
、
行
動
し
得
な
い
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
地
主



に
つ
い
て
い
え
ば
、
地
、
王
は
酒
屋
念

E
を
兼
業
し
、
資
本
主
義
的
マ
ニ
ュ

で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
地
租
改
正
や
減
租
は
、
地
主
を
し
て
、
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
資
本
主
義
的
企
業
に
対
す
る
投
資
を
、
可
能
と

フ
ア
グ
チ
ュ

ア
ー
を
経
営
し
、
商
業
H
高
利
貸
資
本
の
所
有
者

ず
る
貨
幣
の
、
よ
り
一
一
層
の
蓄
積
を
も
た
ら
す
と
と
が
で
き
、
商
業
H
高
利
貸
資
本
の
産
業
資
本
へ
の
転
化
を
、
活
溌
化
す
る
と
と
を
可

能
な
も
の
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
と
う
い
ろ
経
済
的
利
益
か
ら
、
プ
ル
タ
ョ
ア
的
利
益
の
一
共
通
的
担
い
手
と
な
り
得
た
の
で
あ
り
た
し
、

ま
た
、
そ
う
し
た
資
格
で
、
自
由
民
権
運
動
へ
参
加
す
る
と
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
地
主
の
経
済
的
基
礎
自
体
は
、
農
村
に
お
け
る
封

建
的
生
産
諸
閣
係
に
立
脚

L
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
封
建
的
生
産
関
係
め
肯
定
的
担
当
者
で
も
あ
っ
た
c

そ
と
に
、
自
由
民
権
運
動
へ
の

参
加
の
限
界
が
存
在
し
た
c

日
本
資
本
主
義
が
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積
に
沿
い
て
、
主
要
友
役
割
を
有
す
る
、
地
租
の
源
泉
と
し
て
、
ま

た
、
そ
の
発
展
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
を
通
じ
て
、
封
建
的
農
業
生
産
を
、
面
持
し
た
け
れ
ば
な
ら
友
か
づ
た
と
い
う
事
情
の
た
め
に
、
地
主

的
た
よ
び
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
運
動
は
、
農
村
に
た
け
る
封
建
的
諸
関
係
の
ま
ヲ
た
く
の
清
算
、
封
建
的
生
産
諾
闘
係
の
近
代
化
を

企
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
政
治
的
法
制
的
な
上
層
建
築
に
対
す
る
反
封
建
的
闘
争
も
、
真
に
闘
争
的
で
は
あ
り
得
た
か
ヲ
た
c

と
ろ
し
て
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
地
主
が
、
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
と
い
う
と
と
は
、
明
治
政
府
の
絶
対
主
義
の
確
立
の
過
程

で
官
僚
と
結
び
つ
い
て
、
自
己
の
利
益
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
政
権
に
対
す
る
参
加
の
地
歩
主
占
め
よ
う
と
す
る
動
向
の
、
客
観

幼

的
表
現
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
ろ
し
て
、
自
由
民
権
運
動
が
、
次
第
に
、
そ
の
本
来
的
性
格
を
濃
厚
に
し
て
行
く
に
ワ
れ
、
自
由
民
権

運
動
か
ら
の
、
大
グ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
た
よ
ぴ
地
主
の
脱
落
は
、
急
速
と
な
ワ
た
。
そ
の
と
と
は
、
貧
農
・
小
作
人
・
都
市
労
働
者
自
体
の

分
散
性
会
よ
び
来
組
織
性
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
、
労
働
者
階
級
の
未
成
熟
と
い
う
、
社
会
的
諸
条
件
の
た
め
に
、
真
に
民
主
主
義
的
思
想

に
、
そ
れ
ら
の
者
を
統
一
す
る
と
と
が
で
き
や
、
明
治
政
府
の
苛
烈
な
警
察
的
弾
圧
に
よ
っ
て
、
圧
殺
さ
れ
る
こ
と
と
友
っ
た
の
で
あ

翁る。

日
本
民
数
典
論
争
の
社
会
・
経
説
明
的
基
礎
に
つ
い
て

七



日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

七
入

と
の
場
合
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
小
野
粋
、
馬
場
辰
雄
を
、
法
学
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
的
利

益
を
代
弁
さ
せ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
制
の
制
定
を
主
張
さ
せ
た
。
殊
に
、
小
野
粋
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
法
理
論
の
、
一
般
的
性
格
を
紹
介

す
る
た
め
、
一

λ
八
四
年
(
明
治
一
七
年
)
に
は
、
門
民
法
之
骨
」
上
巻
を
東
洋
書
飴
よ
り
発
行
し
、
馬
場
辰
雄
は
一
八
七
八
年
(
明
治
二

「
法
律
一
般
」
を
発
行
じ
た
c

と
ろ
し
て
、
小
野
粋
、
馬
場
辰
雄
の
法
律
学
説
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
民
権
法
学
』
と
称
さ
れ

年

に、

る
も
の
へ
と
、
発
展
し
て
行
く
こ
と
と
及
。
た
c

一
方
、
福
沢
諭
吉
の
語
論
説
ゃ
、
植
木
枝
盛
の
「
民
権
自
由
諭
」

(
明
治
一
一
一
年
)
、
中
江

作
角
田
武
の
『
民
約
訳
解
』
(
明
治
一
一
去
年
)
、
西
国
寺
公
望
、
松
沢
家
一
策
、
添
田
正
久
等
の
東
洋
自
由
新
聞
社
、
中
江
兆
民
、
問
中
耕
造
等
の
ル

ソ
オ
主
義
に
よ
る
仏
学
塾
の
開
設
(
明
治
一
四
年
)
等
に
見
る
よ
ろ
に
、

フ
ラ
ン
ス
流
の
自
由
思
想
研
究
の
気
運
を
、
議
々
助
長
し
た
と
共

《切

に
、
他
方
天
賦
人
権
説
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
堅
い
接
手
を
焚
欽

L
O
つ
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
か
ら
分
離

L
、
左
期
異
的
民
権
論
者
と
し
て
の
大
井
憲
太
郎
は
、
労
働
者
保
護
の
普
選
運
動
を
ス
口

1
ガ
ン
と
し
て
、

}
八
九
二
年
(
明
治
二
五
年
)
に

段
、
東
持
自
由
党
を
組
織
し
、
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
諒
題
の
具
体
的
解
決
を
、
労
働
者
の
生
活
そ
の
も
の
と
結
び
つ
け
る
、
社
会
主
義
運
動

判
叫

の
傾
向
を
一
万
す
ゑ
ど
、
雑
多
友
法
学
的
イ
デ
オ
口

1
グ
に
よ
っ
て
、
代
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔註〕鈎
平
野
義
太
郎
日
本
資
本
主
義
紅
会
・
の
機
構
一
八
六
貰
〔
岩
波
設
両
信
一
九
一
一
一
四
年
四
月
〕

幼
子
野
義
太
郎
日
本
資
本
主
義
祉
会
の
機
構
一
一
二

i
一一一二頁

柏
崎
・
永
岡
広
志
日
本
唯
物
論
史
一
一
一
O
七
i
一一一
O
八
頁

錫
鈴
木
安
寂
逗
代
日
本
の
政
治
七
八
・
I
七
九
百
貝
(
鮭
会
主
義
設
育
協
会
続
日
本
政
治
の
交
草
過
程

一
五
祇
一
九
凶
八
年
八
月
〕

舗
山
下
徳
治
敦
化
史
一
六
頁
へ
日
本
資
本
主
義
講
座
)
〔
岩
波
書
底
一
九
一
一
一
二
年
一
一
月
〕

鈴
永
田
広
志
日
本
哲
学
思
想
史
一
}
一
二
一
一
良

F

昭
森
紅
一
九
四
八
年
内
月
〕

祉
会
主
義
講
座
第
七
血
都
政
治
町
)
〔

4 



い
ま
、
こ
こ
で
明
治
初
年
か
ら
自
由
民
権
運
動
が
、
そ
の
本
来
的
構
想
を
呈
す
る
に
至
る
ま
で
に
、
如
何
!
な
る
ヨ

1
ロ
ァ
バ
の
法
思
想

乃
至
政
治
思
想
が
、
日
木
に
紹
介
さ
れ
た
か
を
、
挙
げ
る
と
と
ξ
し
よ
ろ
。
す
も
仏
わ
ち
、

一
八
七
三
年
(
明
治
五
年
)
に
は
、
中
村
敬
字
訳

国『

、
Jレ

自
由
之
理
』
、
加
藤
弘
之
訳
『
プ
ル
ン
チ
品
リ

国
法
汎
論
』
、
大
井
憲
太
郎
訳
『
ド
一
プ
グ
ル
シ
1

仏
国
政
典
』
、

一
八
七

一
八
七
五

一
年
(
明
治
六
年
)
に
は
、
中
村
敬
字
訳
「
ギ
ル

μ
ッ
ト

共
和
政
治
』
、
小
幡
篤
次
郎
訳
『
ト
ク
ウ
エ
ル

上
木
目
白
骨
也
、

年
(
明
治
八
年
)
に
は
、
何
礼
之
訳
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ウ

方
法
精
理
』
、
加
藤
弘
之
訳
『
ピ
l
J
ア
ル
マ
シ

立
憲
政
体
起
立
史
』
、
永
峰

秀
樹
訳
『
ミ
ル

欧
羅
巴
文
化
史
』
、
何
礼
之
訳
『
ベ
ン
サ
ム

代
議
政
体
」
1

窒
回
充
美
訳
『
ギ
ゾ
1

西
洋
文
化
史
』
、

一
八
七
六
年
(
明
治
九
年
)
に
は
、
永
峰
秀
樹
『
ギ
グ
l

崎
行
雄
訳
『
ス
ベ
ン
サ
ア

権
理
提
綱
」
、
西
周
訳
『
ミ
ル

利
学
』
、

一
八
七
七
年
(
明
治
一

O
年
)
に
は
、
服
部
徳
訳
『
ル
ソ
1
民
約
論
』
、
尾

一
八
七
八
年
(
明
治
一
一
年
)
に
は
、
島
回
一
二
郎
訳
『
ベ
ン
サ
ム

民
法
論
綱
』
、

立
法
論
納
」
、
深
間
内
基
訳
づ
ミ
ル

一
八
七
九
年
(
明
治
二
一
年
)
に
は
、
渡
辺
恒
士
口
訳
『
ミ
ル

男
女
嗣
擢
論
』
、
鈴
木
義
宗
訳
『
ス
ペ
ン
セ
ル

代
議
政
体
論
』
、
鈴
木
義
{
一
部
訳
司
ス
ベ
ン
セ
ル

干
渉
論
』
、

官
民
権
限
論
』
、
土
居
光
事
・
萱
生
泰
一
一
共
訳
『
パ
ッ
ク
ル

英
国
文
明
史
』
、

一
八
八

O
年
(
明
治
ご
一
二
告
に
は
、
渋
谷
啓
蔵
訳
『
ミ
ル

利
用
論
』
、

一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)

に
は
、
松
島
剛

訳
『
ス
ベ
ン
セ
ル

社
会
平
権
論
』
、
金
子
堅
太
郎
訳
『
ボ
ル
ク

政
治
論
略
』
、
肥
場
竜
訳
『
ト
ル
ウ
ヰ
ル

自
由
原
-
論
」
、
弁
上

ツ

ウ

女
権
真
論
』

民
約
訳
論
』
、
奥
官
健
之
翫
『
ネ
ァ
ケ
ル
プ
レ
1

一
八
八
二
年
(
明
治
一
五
年
)
に
は
、

政
治
真
論
}
名
主
権
弁
妄
』
、
中
江
兆
民
訳
『
ル

共
和
原
論
』
、
土
居
光
華
・
漆
間
真
学
共
訳
『
パ
y

ク
ル

『
ベ
ン
サ
ム

訳
『
ス
ベ
ン
セ
ル

自
由
之
理
評

論
』
、
漆
間
真
嘩
訳
『
ギ
グ
1

欧
洲
代
議
政
体
起
源
史
』
、
山
口
松
五
郎
訳
『
ス
ベ
ン
サ
ア

社
会
組
織
論
』
、
乗
竹
考
太
郎
訳
「
ス

ベ
ン
サ
ア

社
会
学
之
原
理
」
、

一
八
八
一
二
年
(
明
治
一
六
年
)
に
は
、
陸
奥
宗
光
訳
『
ベ
ン
サ
ム

白
木
民
法
曲
持
論
手
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

科
学

E
宗
」
、
文
部
省
『
ホ
ッ
プ
ス

七
九



日
本
民
法
血
〈
論
争
の
枇
会
・
経
治
的
議
礎
に
つ
い
て

主
権
論
」
、
大
石
正
己
訳
「
ス
ペ
ン
サ
ア
社
会
学
」
、
原
間
潜
訳
「
ル
フ
1

原
理
」
、
大
石
正
己
訳
『
ス
ベ
ン
サ
ア
政
体
原
論
』
、
一
八
八
四
年
(
現
治
一
七
年
)
に
は
、
浜
野
定
四
郎
・
渡
辺
治
共
訳
『
ス
ベ
シ
サ

dnヲ

ア
政
治
哲
学
』
な
ぎ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ヨ

1
R
Wノ
ベ
の
法
律
思
想
や
、
政
治
思
恕
を
通
じ
て
、
主
張
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
人
K

は
、
一
般
的
に
一
五
っ
て
、
半
封

建
的
自
由
主
義
沿
よ
び
半
封
建
的
専
制
主
義
に
立
つ
、
明
治
政
府
の
絶
対
主
義
の
、
法
制
度
的
理
論
や
け
を
し
よ
う
と
す
る
‘
者
に
対
す

入。

民
約
論
覆
義
』
、
山
口
松
五
郎
『
ス
ベ
ン
ザ
ア

道
徳
之

る
、
批
判
者
と
な
っ
て
あ
ら
め
れ
た
。
そ
し
で
、
明
治
絶
対
主
義
主
理
論
歩
け
上
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
御
用
学
者
に
反
対
す
る
法
理
論

そ
の
も
の
は
、
本
来
的
自
由
民
権
運
動
の
治
理
論
家
を
除
外
し
て
は
、
彼
等
が
一
方
の
足
で
、
資
本
主
義
的
基
礎
に
立
ち
、
他
方
の
足
で

は
、
封
建
的
生
産
諾
関
係
に
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
主
張
そ
の
も
り
が
、
徹
底
的
な
も
の
と
な
り
得
な
か
っ
た
し
、
日
本
資
本
主
義
の
上

昇
却
に
於
て
は
、
尚
更
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
反
政
府
的
抗
争
と
し
て
の
自
由
民
権
運
動
に
は
、
雑
多
怠
イ
デ
オ
可

l
グ
の
活

躍
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
る
る
。
た
と
え
ば
、
諦
記
の
中
江
作
市
民
、
大
井
憲
太
郎
、
奥
宮
健
之
、
植
木
枝
盛
は
、

一
般
に
、
自
由

民
権
運
動
の
左
派
的
理
論
家
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
井
憲
太
郎
や
出
央
官
健
之
に
代
表
さ
れ
る
も
の
と
、
中
江
兆

民
に
代
表
さ
れ
る
も
の
、
そ
し
て
、
植
木
枝
盛
の
そ
れ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
段
階
的
危
ユ

1
ニ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
で
あ
っ
・
て
、
そ
れ
を
一
つ

の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
把
え
得
な
い
だ
る
う
。
わ
れ
わ
れ
は
と
ろ
し
た
自
由
民
権
運
動
の
中
の
、
雑
色
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
精
躍
の
中
で
、

広
汎
な
人
民
大
衆
を
担
え
、
そ
れ
が
深
刻
に
展
開
す
る
と
と
が
で
き
た
の
は
、
自
由
民
権
運
動
の
本
来
的
た
・
基
礎
的
危
基
盤
が
、
勤

労
者
、
主
と
し
て
農
民
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
カ
点
を
置
き
た
い
。
農
員
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
ま
だ
当
時
に
ιお
い
て
は
、
自
由
主
義

息
調
岨
か
ら
分
離
し
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
発
生
的
契
機
と
し
之
は
、
他
の
諸
階
層
ム
」
結
び
つ
い
℃
発
展
し
て
行
く
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
、
そ
の
後
の
自
由
民
権
運
動
の
『
激
化
』
の
諸
形
態
、
す
な
わ
ち
、
福
島
事
件
(
明
治
一
五
年
)
か
ら
大
阪
事
件
(
明
治
一
八
ま
ま
で



の
諸
事
件
に
た
い
で
は
、
次
第
に
本
来
的
危
自
由
民
権
運
動
と
し
て
の
様
相
を
、
呈
す
る
に
至
っ
た
c

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
本
来
的
危
自

由
民
権
運
動
に
一
不
さ
れ
る
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
代
表
す
る
動
向
と
そ
、
そ
れ
ら
の
階
層
的
利
益
を
代
表
す
る
者
を
通
と
て
、
主
張
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
イ
デ
オ

n
l
グ
と
し
て
の
代
表
的
た
も
の
が
、
大
井
憲
太
郎
で
あ
っ
た
。
と
の
と
と
は
、
彼
の
『
土
地
平
分
法
』
に
が
、

舗

て
も
、
農
民
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
を
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
と
の
高
揚
す
る
農
民
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
に
反
対
す
る
、
地
主
、
商
工
業
者
、
つ
ま
り
農
民
の
労
働
力
の
搾
取
に
よ
ヮ
て
生
活
し
て
い
る
も
の
は
、
自
由
民
権
運
動
を
放
棄

し
、
白
か
ら
、
自
由
党
を
解
体
す
る
根
本
的
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る

G

こ
う
い
う
わ
け
で
、
自
由
民
権
運
動
が
そ
の
本
来
的
様
相
を
と
る
に
至
る
や
、
明
治
絶
対
主
義
政
権
ば
、
自
己
の
真
の
敵
を
発
見
し

た
。
そ
れ
は
多
く
の
日
本
的
な
盃
み
を
も
ち
、
そ
し
て
、
分
裂
解
体
の
宿
命
を
荷
っ
て
い
る
と
い
う
弱
さ
を
、
そ
の
内
部
に
包
蔵
し
て
い

る
と
は
い
え
、
民
主
主
義
的
勢
力
で
あ
づ
た
。
だ
か
ら
、
明
治
絶
対
主
義
が
こ
の
自
由
民
権
運
動
の
展
開
を
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
利
用
し

て
ま
で
も
、
圧
殺
す
る
乙
と
が
、
明
治
絶
対
主
義
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
づ
た
わ
け
で
あ
る
c

そ
う
し
て
自
由
民
権
運
動
の

完
全
な
圧
殺
の
上
で
、
明
治
絶
対
主
義
は
確
立
し
、
一
八
八
九
年
(
明
治
一
一
一
一
年
}
に
は
、
形
式
だ
け
は
立
憲
主
義
を
採
用
し
、
そ
の
内
零

に
沿
い
て
は
、
封
建
的
絶
対
主
義
勢
力
の
支
配
を
可
能
に
す
る
外
見
的
立
憲
主
義
憲
法
、
そ
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
上
層
部
分
と
の

@。

同
盟
に
よ
っ
て
、
大
衆
の
政
治
的
要
求
を
緩
和
せ
し
め
る
と
い
う
安
全
弁
で
る
ワ
た
と
こ
ろ
の
、
プ
ロ
シ
ヤ
憲
法
に
よ
っ
て
、
帝
国
憲
法

を
制
定
-
n
公
布
し
、
絶
対
主
義
そ
の
も
の
を
、
法
制
度
の
上
に
表
現
し
た
の
ゼ
あ
る
c

か
く
し
て
、
日
本
民
法
典
論
争
に
た
い
て
も
、
明
治
絶
対
主
義
の
確
立
の
た
め
に
、
大
き
な
役
割
を
損
じ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

1
の
、
ィ

デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
は
、
ド
イ
ツ
法
学
派
と
か
た
く
結
び
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
自
由
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
に
~

勝
利
し
た
の
で
る
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
こ
の
と
と
は
、
日
本
資
本
主
義
発
展
の
当
然
の
帰
決
で
も
あ
っ
た
。

日
本
民
法
典
論
争
の
祉
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

7¥ 



日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

人

〔註〕叫
叫
知
阿
哲
二
日
本
世
会
思
想
史
二

O
六
!
一
一

O
八
頁
〔
宕
被
害
賠

叫
州
大
井
憲
太
郎
白
山
路
論
上
巻
・
下
絵

制
叫
永
岡
広
志
目
本
唯
物
論
史
一
一
一

O
A
i
一一一

O
丸一呉

川
叫

j

鈴
木
安
威
比
較
議
法
兵
二
五
二
一
良
〔
劫
草
書
官

一
九
五
一
年
六
月
〕

@ 

一
九
五
一
年
一
一
一
月
〕

ζ

の
よ
う
な
政
治
・
経
済
的
基
礎
の
上
で
展
開
し
た
日
本
民
法
典
論
争
が
、
た
だ
単
友
る
学
源
的
抗
争
で
あ
る
と
、
論
断
す
る
と
と
は

で
ま
な
い
そ
し
て
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
的
基
礎
に
立
つ
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
む
活
動
ξ
し
て
存
在
し
、
そ
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ

る
。
そ
し
て

b
れ
b
れ
は
、
そ
の
と
と
の
理
解
の
た
め
の

E
し
い
基
礎
と
し
て
、
日
本
民
法
典
論
争
が
具
体
的
に
展
開
し
た
、
歴
史
的
必

黙
牲
を
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
過
程
に
九
百
け
る
、
明
治
絶
対
主
義
む
蹄
立
の
土
台
と
の
結
'
ひ
付
き
に
沿
い
て
、
考
察
し
た
C
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
考
察
に
た
い
て
、
日
本
民
法
典
論
争
そ
の
も
の
が
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
過
程
の
上
に
恋
さ
れ
た
、
一
つ
の
論
争
で

る
bJ
、
明
治
絶
対
主
義
の
確
立
を
め
ぐ
る
、
政
治
的
権
力
の
た
め
に
す
る
闘
争
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
で
あ
る
ζ

と
、
そ
し
て
、
絶

対
主
義
的
官
僚
法
学
が
、
学
派
的
論
争
の
形
式
に
た
い
℃
、
旧
来
の
封
建
的
諸
法
則
に
基
ゃ
く
法
典
編
纂
に
よ
っ
て
、
明
治
絶
対
主
義
の

法
的
基
礎
や
け
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
守
た
こ
と
を
プ
意
譲
歩
け
得
る
の
で
る
る
。

こ
う
し
て
、
日
本
民
法
典
論
争
が
、
歩
く
と
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
・
抗
争
と
い
う
現
象
形
態
を
と
り
つ
つ
も
、
し
か
も
、
そ
の
現

象
面
で
の
日
本
民
法
典
論
争
が
、
日
本
資
本
主
義
発
展
の
過
程
を
、
法
的
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
明
治
絶
対
主
義
の

確
立
を
め
ぐ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
措
蔽
的
基
礎
に
槙
ざ
す
、
イ
デ
オ
官

1
グ
の
理
論
的
主
張
と
し
て
、
理
解
し
司
広
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り

こ
と
は
、

『
人
聞
は
、
彼
ら
の
生
活
の
社
会
的
生
産
に
沿
い
て
、
J

一
一
定
の
・
必
然
的
の
・
殺
ら
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
・
諸
関
係
を
、
す



な
わ
ち
彼
ら
の
物
質
的
生
産
力
の
あ
る
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
生
産
諾
関
係
を
、
む
す
ぷ
。
こ
れ
ら
の
生
産
諾
関
係
の
総
体
は
、

そ
の
社
会
の
経
済
的
構
造
を
、
す
な
わ
ち
法
制
上
会
よ
び
政
治
上
の
上
層
建
築
が
そ
の
う
え
に
そ
び
え
た
ち
・
一
定
の
社
会
的
意
識
諸
形

抗
付。。

態
が
そ
れ
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
の
・
現
実
の
土
台
を
形
成
す
る
』
と
と
、
ま
た
、
『
ナ
ペ
て
の
歴
史
上
の
闘
争
は
た
と
い
政
治
、
宗
教
、

哲
学
そ
の
他
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
野
で
訟
と
る
と
し
て
も
、
じ
つ
は
社
会
階
級
の
闘
争
を
多
か
れ
ず
く
、
な
か
れ
、
は
っ
き
り
表
現
し
た
も
の

に
す
ぎ
や
、
そ
し
て
こ
れ
ら
階
級
の
存
在
も
、
し
た
が
ワ
て
衝
突
も
ま
た
、
そ
の
階
級
の
経
済
状
態
の
発
達
程
度
、
そ
の
階
般
の
生
産

時
叫

f

と
、
そ
れ
に
制
約
さ
れ
る
交
換
と
の
、
様
式
に
制
約
さ
れ
る
』
と
い
う
命
題
と
に
も
二
致
す
る
わ
け
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
日
本

民
法
典
論
争
を
『
両
学
派
の
執
る
所
の
根
本
学
説
の
差
違
に
存
す
る
の
で
る
っ
て
、
そ
の
実
自
然
学
派
と
歴
史
派
と
の
争
論
に
外
た
ら
ぬ

の
で
あ
る
ο

由
来
フ
ラ
ン
ス
法
派
は
自
然
法
学
説
を
信
じ
、
法
の
原
則
は
時
と
所
と
を
起
越
す
る
も
の
と
し
、

い
や
れ
の
国
何
れ
の
時
に

於
て
も
、
同
一
の
根
本
原
理
に
拠
り
て
法
典
を
編
纂
し
得
べ
き
も
の
と
し
、
歴
史
派
は
国
民
性
、
時
代
等
に
重
き
を
置
〈
を
以
て
、
自
然

法
学
説
を
基
礎
と
し
た
る
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
案
の
法
典
に
、
反
対
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
当
然
の
一
撃
で
あ
る

Q

故
に
此
争
議
ば
同
世
組
一
の

総ゐ

初
に
於
て
、
ド
イ
ツ
に
生
じ
た
る
ザ
ヴ
イ
ニ

1
、
テ
イ
ボ

1
の
法
典
争
議
と
、
そ
の
性
質
に
於
て
喜
も
具
る
所
は
無
い
の
で
る
る
」
と
考

察
す
る
と
と
だ
け
で
は
、
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
に
治
け
る
民
法
典
論
争
は
、
ザ
ヴ
イ
ニ

1
ハ
日
目
色
円
山
口
宮
沢
田
円
-

を
先
頭
と
す
る
ド
イ
ツ
の
歴
史
法
学
派
が
、
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
つ
つ
あ
っ
た
ユ
ン
カ

1
-ア
ウ

ム

ω雲仙
m
p
M
J

見
苫
t
H
∞a
H〉

必
よ
び
産
業
資
本
に
転
化
し
つ
づ
あ
ワ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、

一
八
一
九
年
の
関
税
同
盟
を
通
じ
て
生
じ
た
、
国
内
市
場
の
統
一
へ
の

要
求
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
要
求
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
要
求
の
基
礎
歩
け
の
た
め
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
族
精
神
を
織
り
込
む
、
ド
イ

ツ
民
法
典
の
編
纂
を
主
張
し
た
の
に
対

L
、
テ
ィ
ボ

1

ハ
krzsHdMEユn
U
吋，

z
g
c
f
H叫

ddtu定
。
〉
を
先
頭
と
す
る
自
然
法
学
旅

点

w，

が
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
統
一
に
適
応
す
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
法
典
の
編
纂
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、

ブ
ル
ジ
ョ

日
本
民
法
奥
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

7¥. 



日
本
臨
ん
法
典
論
争
の
枇
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

ア
化
し
つ
つ
る
っ
た
ド
イ
ツ
の
民
法
典
の
編
纂
を
、
-
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
さ
れ
た
一
世

1
マ
法
の
普
通
法
を
母
法
と

L
て
、
急
速
に
編
纂
す
る

l¥ 
四

か
、
或
い
は
除
k

に
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
に
即
応
し
つ
つ
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
統
一
白
進
行
過
程
に
バ
順
応
し
て
、
-
ド
イ
ツ
民
法
典
を
編
纂
し

て
行
く
と
と
が
よ
い
か
と
M
う
、
ド

f
ツ
民
法
典
一
編
纂
の
霊
祭
耐
的
反
論
争
で
あ
ワ
た
の
で
る
例
。
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早
酬
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学
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総
平
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太
郎
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委
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律
一
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頁
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九
五
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O
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月
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む

す

び

か
く
し
て
、
吉
日
本
民
法
典
論
争
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
的
基
礎
に
立
ち
つ
つ
、
そ
り
階
級
的
利
益
を
代
弁
す
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
活
動

に
於
て
、
日
本
民
法
典
論
争
そ
の
も
の
が
存
在
し
た
と
と
、
そ
し
て
、
そ
め
乙
と
の
理
解
に
よ
っ
F

て
、
初
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
民
法

典
論
争
の
社
会
的
意
味
を
、
亙
し
く
理
解
す
る
と
と
が
で
き
た
わ
け
で
る
る
。
そ
の
と
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
民
法
典
論
争

が
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
過
程
の
上
で
、
当
然
に
・
恋
さ
れ
た
一
つ
の
法
典
論
争
で
あ
り
、
明
治
絶
対
主
義
を
め
ぐ
る
政
治
的
権
力
獲

得
の
闘
争
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
で
る
る
と
と
が
、
論
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
ち
る
か
ら
、
.
い
ま
ま
で
日
本
民
法
典
論
争
を
、

単
怠
る
法
律
思
想
的
・
学
派
的
危

l
i
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
と
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
と
の
1

1
対
立
・
抗
争
の
う
ち
に
把
え
て
い
る
語
家
の
見



解
が
、
日
本
民
法
典
論
争
の
-
つ
の
現
象
面
を
、
つ
ま
り
、
形
式
的
見
地
か
ら
物
事
を
把
ぇ
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
だ
け
に
終
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
理
解
す
る
と
ど
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
民
法
典
論
争
の
生
起
し
た
社

会
・
経
済
的
相
茎
礎
と
の
関
連
に
た
い
て
、
日
木
民
法
典
論
争
を
採
り
上
げ
た
と
の
小
稿
の
企
図
の
一
つ
は
、
果
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、

ζ

の
と
と
か
ら
し
て
、
日
本
民
法
典
論
争
を
、
単
、
な
る
思
想
的
な
い
し
学
派
的
対
立
・
抗
争
と
し
て
行
〈
限
り
、
日
本
民
法

典
論
争
が
、
日
本
資
本
主
義
発
展
過
程
に
生
ヒ
た
、
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
史
的
危
結
び
付
き
の
理
解
と
、
そ
れ
の
社
会
的
意
義
を
見

失
な
ろ
も
の
だ
と
す
る
、
と
の
小
稿
で
の
第
二
の
課
題
が
、
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

G

次
に
、
そ
ろ
し
た
理
解
に
立
ち
つ
つ
、
日
本
民
法
典
論
争
が
具
体
的
に
展
開
し
た
時
期
に
ゐ
け
ろ
、
社
会
・
経
済
的
茎
礎
の
、
つ
ま
り

日
本
民
法
典
論
争
の
立
っ
て
い
る
土
台
の
考
察
に
よ
づ
て
、

日
本
民
法
典
論
争
が
日
本
資
本
主
義
発
展
の
過
程
を
反
映
し
、
明
治
絶
対
主

義
の
確
立
を
め
ぐ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
的
基
礎
に
根
ぎ
ず
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
、
理
論
的
主
振
と
し
て
の
現
象
面
を
と
っ

b

て
は
い
る
が
、

実
は
、
日
本
民
法
典
論
争
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
と
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
会
よ
び
ド
イ
ツ
法
学
派
の
、
学
派
的
対
立
・
抗

争
と
そ
、
官
僚
・
産
業
資
本
家
・
地
主
と
、
貧
農
小
作
入
・
勤
労
者
と
の
激
烈
な
階
級
闘
争
の
一
つ
の
表
現
で
あ
?
た
と
と
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
勝
利
し
た
『
法
典
実
施
延
期
論
」
者
の
手
に
よ
る
現
行
日
本
民
法
典
編
纂
そ
の
も
の
は
、
明
治
絶
対
主
義
の
確
立
そ
の
も
の
の
、
法

律
的
表
現
で
あ
る
と
い
ろ
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
ろ
。
か
く
し
て
、
現
行
日
本
民
法
典
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
資
本
主
義
が
、

独
占
資
本
主
義
更
に
は
資
本
主
義
の
一
般
危
機
の
高
度
の
段
階
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
E
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
具
体
的
な
運
用

に
於
て
、
修
正
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
明
治
絶
対
主
義
に
よ
る
母
ば
ん
を
、
な
ゐ
そ
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
こ
と
に
た
る
。

か
く
し
て
、
現
行
日
本
民
法
典
の
位
置
歩
け
の
橋
渡

L
を
な
そ
ろ
と
し
た
、

と
の
小
稿
め
第
一
二
の
企
図
は
、
果
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

白
木
民
法
典
論
争
の
批
会
・
経
済
的
謀
艇
に
つ
い
て

1
1
お

わ

八
五




